
犬山市福祉活動センター利用案内

・利用しようとする日の属する月の３月前の月の初日から当該利用し

ようとする日の前日までに申し込んでください。

ただし、市外にお住まいの方が利用する場合は２月前からの受付と

なります。

・利用の申し込みは、犬山市福祉活動センターで「犬山市福祉活動セ

ンター利用許可申請書」を提出してください。

・利用申し込みの受付時間は、『９：００～１２：００』です。

※休館日は毎週木曜日、１２月２８日～翌年１月３日です。

施設を利用するには

犬山市福祉活動センター 犬山市高齢者支援課

犬山市大字犬山字勧行洞25番地 (市役所１階）

犬山市福祉活動センターに関するお問い合わせ先

9：00～
12：00

12：00～
15：00

15：00～
18：00

18：00～
21：00

※注意事項

1

2

3

〇福祉活動センター使用料

利用時間を延長して利用する場合は、この表に定める使用料のほか、
延長１時間（１時間に満たないときは、１時間とみなす。）ごとに、
該当する利用時間区分の１時間当たりの額をお支払いいただきます。

算定した使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り
捨ていたします。

営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使
用料は、この表に定める使用料の３倍に相当する額をお支払いいただ
きます。

部屋名

多目的室１

多目的室２

会議室

活動室

利用時間区分ごとに　68０円

利用時間区分ごとに　52０円

利用時間区分ごとに　24０円

利用時間区分ごとに　24０円

利用時間区分



〇犬山市福祉活動センター　平面図
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【会議室】
ちょっとした打合せにどうぞ

【多目的室２】
レクリエーションなどにどうぞ

利用できるお部屋

入口

【活動室】
少人数での活動にどうぞ

【多目的室１】
団体でのご利用にどうぞ

・電車 名鉄広見線「富岡前駅」下車 徒歩10分

・コミュニティバス

栗栖・富岡線バス停「南別祖」下車 徒歩５分

・自家用車 20台駐車可能

交通手段/駐車場


